
【甲賀市】 

１人１台端末の利活用に係る計画 
 

１．１人１台端末を始めとするＩＣＴ環境によって実現を目指す学びの姿 

学習指導要領及び中央教育審議会答申「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子

供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学びの実現～」において、個別最適な学

びと協働的な学びを一体的に充実させ、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善が求

められており、学校教育の基盤的ツールとしてＩＣＴは必要不可欠なものであると示されてい

る。 

甲賀市教育大綱において、「たくましい心身と郷土への誇りをもち、未来を切り拓く人を育て

る」を教育方針とし、アフターコロナにおける新しい生活様式を教育にも取り入れながら、教育

的ニーズに合わせたＩＣＴの活用を進め、教育施策を推進していくとしている。また、上記大綱

の教育目標３「郷土への誇りを持ち、世界に発信できる人を育てる」では、グローバル社会で活

躍していくために、ＩＣＴ教育等の推進を図り、主体的に行動する力と発信できる力を身に付け

た人を育てるとしている。 

これをもとに、１人１台端末をはじめとするＩＣＴ環境を、学習活動の中で効果的に活用する

ことで、児童生徒の主体的・対話的で深い学びを育めるよう学習活動の充実に努める。 

 

２．ＧＩＧＡ第１期の総括 

本市では、ＧＩＧＡスクール構想に先駆けて平成３０年度にタブレット端末の導入と通信ネッ

トワークの整備を行い、令和元年度に児童生徒３人に１台のタブレット端末の整備を行った。さ

らに令和２年度にＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて、５，０７６台のタブレット端末の導入

を行い、通信ネットワークの環境整備を追加した。また、電子黒板や校務支援システム、指導者

用デジタル教科書などを導入している。 

機器環境以外では、ＩＣＴ機器への理解と活用能力の向上につなげるため、ＩＣＴ支援員を各

小中学校へ配置し、教職員や児童生徒へ技術面や運用面での支援、ＩＣＴ機器の問題解決や授業

への利活用方法についてのアドバイスを行うなどＩＣＴ環境を効果的に活用できる体制を整えて

きた。 

学習面においては、授業支援ソフトの導入、ＡＩ型のデジタルドリルを利用するなど、デジタ

ルコンテンツを利用し、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に推進してきた。 

これらの取り組みの結果、教職員及び児童生徒にとって、１人１台端末やＩＣＴ機器を活用し

た授業環境が定着しつつある。 

 

３．１人１台端末の利活用方策 

・教育現場での利活用 

児童・生徒の各端末での情報を集約できる授業支援システムの導入し、一体的な情報共有・意

見交換が行え、また、教職員と児童、生徒間での並びに児童生徒同士のやりとりも可能とする環

境を構築した。 

・ＡＩドリルの活用 

児童生徒一人一人の理解・進度にあわせた学習課題の提供を行える教材提供の実施している。 

・１人１台端末の積極的な活用 

電子黒板、デジタル教科書など学校現場における教育機材のデジタル化を進め、学びの現場で

デジタル技術活用は常用化が進んでいる。デジタル教材の強みの一つである、音、動きなどイメ

ージ表現は児童等の発見、理解、創造等の能力を大きく刺激できるものと考える。学校現場にお

いてデジタル技術を生かした授業等について創意工夫がなせるように、教職員向けのＩＣＴ研修



の実施では、技術向上につなげる研修以外にも教職員同市の利活用の情報共有を行うことで知見

を深めることで利活用の場面を増やしていける環境整備に努める。 

 

・個別最適・協働的な学びの充実 

配布端末には、将来的に必要となる情報機器及び機能への適性を高められるように、一定の制

限をかけたうえで、ブラウザ検索機能、文書作成機能（ワープロ、表計算、プレゼンテーショ

ン）などを、機能開放をおこない児童生徒の主体的な学びを促している。 

担任の主体性に任せているが、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｔｅａｍｓを活用したグループや集団に

よる意見交換の場の提供や多様な考え方の尊重など協働の場づくりの推進を行っている。 

これからも、児童生徒個人ごとに、強みの強化、弱点の克服、興味・関心への自主的・主体的

な学びの促進など解像度を上げたアプローチ出来る環境の拡充を図り提供を続けていく。 

 

・学びの保障 

特別な支援が必要な児童生徒についても１人１台端末を活用し、実態等に応じた支援を通じて

確実な学びの保障を行う。 

教育相談を希望する生徒においては、端末の利用を希望する場合は個別に相談を行える場（通

話、メッセージ等）を提供できる環境を整備している。 

予備機の運用及び速やかな修繕を実施できる体制を構築し、端末に不備が生じた場合でも、１

人１台端末の環境を維持していく。 

なお、端末の利活用の前提として、端末の整備・更新により、児童生徒向けの１人１台端末環

境を引き続き維持することとする。 


